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【公開番号】特開2018-130474(P2018-130474A)
【公開日】平成30年8月23日(2018.8.23)
【年通号数】公開・登録公報2018-032
【出願番号】特願2017-28069(P2017-28069)
【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】令和2年3月13日(2020.3.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　位置が可変される演出が実行されることが可能な複数の演出領域と、
　遊技者が操作することが可能な操作手段と、を有した遊技機において、
　前記操作手段が操作されたことに基づいて、前記演出領域に対して所定の可変パターン
で可変させる演出を実行することが可能な可変制御手段を有し、
　前記可変パターンには、前記演出を予め定められた待機期間で可変の開始を待機する演
出が含まれているものであり、
　前記遊技機は、
　前記可変パターンで可変されている演出が実行されている期間に前記操作手段が操作さ
れたことに基づいて、前記待機期間中の演出について前記待機期間が経過する前に前記待
機期間を終了させるものであり、
　所定の判別結果に基づいて前記可変パターンで可変させる演出を実行することが可能と
なる条件が成立するものであることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　遊技球を発射することが可能な発射手段を有するものであることを特徴とする請求項１
記載の遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
　パチンコ機等の遊技機において、演出を可変させて実行させることが可能な遊技機が提
案されている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【０００４】
　しかしながら、更なる遊技の興趣向上が求められていた。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　本発明は、上記に例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣
を向上できる遊技機を提供することを目的としている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　この目的を達成するために本発明の遊技機は、位置が可変される演出が実行されること
が可能な複数の演出領域と、遊技者が操作することが可能な操作手段と、前記操作手段が
操作されたことに基づいて、前記演出領域に対して所定の可変パターンで可変させる演出
を実行することが可能な可変制御手段を有し、前記可変パターンには、前記演出を予め定
められた待機期間で可変の開始を待機する演出が含まれているものであり、前記遊技機は
、前記可変パターンで可変されている演出が実行されている期間に前記操作手段が操作さ
れたことに基づいて、前記待機期間中の演出について前記待機期間が経過する前に前記待
機期間を終了させるものであり、所定の判別結果に基づいて前記可変パターンで可変させ
る演出を実行することが可能となる条件が成立するものである。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００１１】
　本発明の遊技機によれば、位置が可変される演出が実行されることが可能な複数の演出
領域と、遊技者が操作することが可能な操作手段と、前記操作手段が操作されたことに基
づいて、前記演出領域に対して所定の可変パターンで可変させる演出を実行することが可
能な可変制御手段を有し、前記可変パターンには、前記演出を予め定められた待機期間で
可変の開始を待機する演出が含まれているものであり、前記遊技機は、前記可変パターン
で可変されている演出が実行されている期間に前記操作手段が操作されたことに基づいて
、前記待機期間中の演出について前記待機期間が経過する前に前記待機期間を終了させる
ものであり、所定の判別結果に基づいて前記可変パターンで可変させる演出を実行するこ
とが可能となる条件が成立するものである。よって、遊技機の消費電力を抑制することが
できるという効果がある。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】２５１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【２５１０】
　上述した各実施形態または各制御例における遊技機のいずれかにおいて、前記遊技機は
パチンコ遊技機とスロットマシンとを融合させたものであることを特徴とする遊技機Ｚ３
。中でも、融合させた遊技機の基本構成としては、「複数の識別情報からなる識別情報列
を動的表示した後に識別情報を確定表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段（例え
ば操作レバー）の操作に起因して識別情報の変動が開始され、停止用操作手段（例えばス
トップボタン）の操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、識別情報の動
的表示が停止され、その停止時の確定識別情報が特定識別情報であることを必要条件とし
て、遊技者に有利な特別遊技状態を発生させる特別遊技状態発生手段とを備え、遊技媒体
として球を使用すると共に、前記識別情報の動的表示の開始に際しては所定数の球を必要
とし、特別遊技状態の発生に際しては多くの球が払い出されるように構成されている遊技
機」となる。
　＜その他＞
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　パチンコ機等の遊技機において、ソレノイドを駆動することにより、可動体（役物など
）を待機位置から所定の動作位置まで動作させ、その所定の動作位置で保持するものがあ
る（例えば、特許文献１：特開２００８－３０１９０６号公報）。
　しかしながら、従来型の遊技機では、可動体を待機位置から所定の動作位置まで動作さ
せる場合と、所定の動作位置で保持する場合とで、同一の電力でソレノイドを駆動させる
ため、消費電力が増加するという問題があった。
　本技術的思想は、上記に例示した問題点等を解決するためになされたものであり、消費
電力を抑えた遊技機を提供することを目的としている。
　＜手段＞
　この目的を達成するために技術的思想１の遊技機は、第１位置とその第１位置とは異な
る第２位置とに少なくとも駆動可能な駆動部材と、その駆動部材を第１電力値以上の電力
が供給されることで少なくとも前記第１位置から前記第２位置へと駆動させ、供給された
電力値が第２電力値以下となった場合に、前記第２位置から前記第１位置へと駆動させる
駆動手段と、その駆動手段に電力を供給する電力供給手段と、前記駆動部材を前記第１位
置から前記第２位置へと駆動開始する場合に、前記電力供給手段により前記駆動手段に供
給される電力値を前記第１電力値以上の駆動開始電力に制御し、前記第１位置と前記第２
位置との間に前記駆動部材が駆動された状態において、前記電力供給手段により供給され
る電力値を前記第２電力値以上の前記駆動開始電力未満の電力値に制御する供給電力制御
手段と、を有するものである。
　技術的思想２の遊技機は、技術的思想１記載の遊技機において、遊技球が入球可能な入
球手段と、その入球手段に遊技球が入球することに基づいて、所定の遊技価値を付与する
ことが可能な付与手段と、を備え、前記駆動部材が前記第１位置へと駆動されることによ
り、前記入球手段へ遊技球が入球することが困難となり、前記駆動部材が前記第２位置へ
と駆動されることにより、前記駆動部材が前記第１位置へ駆動されている場合よりも前記
入球手段へ遊技球が入球することが容易となるものである。
　技術的思想３の遊技機は、技術的思想１または２記載の遊技機において、前記電力供給
手段は、前記駆動手段に前記駆動開始電力を供給するための第１電力供給手段と、前記駆
動手段に前記第２電力値以上の前記駆動開始電力未満の電力値を供給するための第２電力
供給手段とを有し、前記供給電力制御手段は、前記駆動部材を前記第１位置から前記第２
位置へと駆動開始する場合に、前記第１電力供給手段より前記駆動手段へ電力を供給する
ように制御し、前記第１位置と前記第２位置との間に前記駆動部材が駆動された状態にお
いて、前記第２電力供給手段より前記駆動手段へ電力を供給するように制御するものであ
る。
　技術的思想４の遊技機は、技術的思想３記載の遊技機において、前記供給電力制御手段
は、前記駆動部材を前記第２位置で保持する保持期間が所定期間よりも短い場合には、前
記第１電力供給手段より前記駆動手段へ電力を供給するように制御した後、前記第２電力
供給手段より前記駆動手段へ電力を供給するように制御することなく、前記駆動手段へ供
給する電力を前記第２電力値以下の電力値に制御するものである。
　技術的思想５の遊技機は、技術的思想３または４記載の遊技機において、前記供給電力
制御手段は、前記第１電力供給手段より前記駆動手段へ電力を供給するように制御した後
、前記第２電力供給手段より前記駆動手段へ電力を供給するように制御する場合、前記第
２電力供給手段より前記駆動手段へ電力を供給するように制御する前に、前記第１電力供
給手段から前記駆動電力手段へ電力を供給しないように制御するものである。
　＜効果＞
　技術的思想１記載の遊技機によれば、第１位置とその第１位置とは異なる第２位置とに
少なくとも駆動可能な駆動部材と、その駆動部材を第１電力値以上の電力が供給されるこ
とで少なくとも前記第１位置から前記第２位置へと駆動させ、供給された電力値が第２電
力値以下となった場合に、前記第２位置から前記第１位置へと駆動させる駆動手段と、そ
の駆動手段に電力を供給する電力供給手段と、前記駆動部材を前記第１位置から前記第２
位置へと駆動開始する場合に、前記電力供給手段により前記駆動手段に供給される電力値
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を前記第１電力値以上の駆動開始電力に制御し、前記第１位置と前記第２位置との間に前
記駆動部材が駆動された状態において、前記電力供給手段により供給される電力値を前記
第２電力値以上の前記駆動開始電力未満の電力値に制御する供給電力制御手段と、を有す
る。よって、遊技機の消費電力を抑制することができるという効果がある。
　技術的思想２記載の遊技機によれば、技術的思想１記載の遊技機の奏する効果に加え、
遊技球が入球可能な入球手段と、その入球手段に遊技球が入球することに基づいて、所定
の遊技価値を付与することが可能な付与手段と、を備え、前記駆動部材が前記第１位置へ
と駆動されることにより、前記入球手段へ遊技球が入球することが困難となり、前記駆動
部材が前記第２位置へと駆動されることにより、前記駆動部材が前記第１位置へ駆動され
ている場合よりも前記入球手段へ遊技球が入球することが容易となるものである。よって
、遊技者の興趣を向上できるという効果がある。
　技術的思想３記載の遊技機によれば、技術的思想１または２記載の遊技機の奏する効果
に加え、次の効果を奏する。即ち、前記電力供給手段は、前記駆動手段に前記駆動開始電
力を供給するための第１電力供給手段と、前記駆動手段に前記第２電力値以上の前記駆動
開始電力未満の電力値を供給するための第２電力供給手段とを有し、前記供給電力制御手
段は、前記駆動部材を前記第１位置から前記第２位置へと駆動開始する場合に、前記第１
電力供給手段より前記駆動手段へ電力を供給するように制御し、前記第１位置と前記第２
位置との間に前記駆動部材が駆動された状態において、前記第２電力供給手段より前記駆
動手段へ電力を供給するように制御するものである。よって、制御負荷を軽減することが
できるという効果がある。
　技術的思想４記載の遊技機によれば、技術的思想３記載の遊技機の奏する効果に加え、
次の効果を奏する。即ち、前記供給電力制御手段は、前記駆動部材を前記第２位置で保持
する保持期間が所定期間よりも短い場合には、前記第１電力供給手段より前記駆動手段へ
電力を供給するように制御した後、前記第２電力供給手段より前記駆動手段へ電力を供給
するように制御することなく、前記駆動手段へ供給する電力を前記第２電力値以下の電力
値に制御するものである。よって、処理負荷を軽減できるという効果がある。
　技術的思想５記載の遊技機によれば、技術的思想３または４記載の遊技機の奏する効果
に加え、前記供給電力制御手段は、前記第１電力供給手段より前記駆動手段へ電力を供給
するように制御した後、前記第２電力供給手段より前記駆動手段へ電力を供給するように
制御する場合、前記第２電力供給手段より前記駆動手段へ電力を供給するように制御する
前に、前記第１電力供給手段から前記駆動電力手段へ電力を供給しないように制御するも
のである。よって、第１電力供給手段と、第２電力供給手段とから同時に駆動手段へ電力
が供給されてしまうことを抑制することができるという効果がある。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】２５１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【２５１１】
１０　　　　　　　　　　　　　　　パチンコ機（遊技機）
２２　　　　　　　　　　　　　　　枠ボタン（操作手段）
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